
健康保険証廃止と
マイナンバーカードの保険証利用
（マイナ保険証）について

セキスイ健康保険組合
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• 202４年１２月２日以降、健康保険証は
交付されなくなりました。
ただし、既に交付済みの健康保険証は
202５年１２月１日まで使用できます。

• 202５年１２月１日までに退職等で資格
がなくなったときは健康保険証を返納してい
ただきます。

誤って捨てたりしないようご注意ください。
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• 今後はマイナンバーカードの健康保険証
利用（マイナ保険証）を基本とするしくみ
に移行しましたので、2025年12月1日
までにマイナンバーカードの保険証利用登
録をお願いします。
＜マイナ保険証のメリット＞

3

限度額証の交付手続き
なしで、高額医療の限
度額を超える支払が不
要になります

初めての医療機関で
も情報提供に同意す
ると特定健診や薬
剤・診療情報を医師
等と共有でき、より
適切な医療が受けら
れます



マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

①マイナンバーを会社に届け出してください。

会社へ届け出されたマイナンバーは会社から健保へ提出されます。
マイナンバーの届け出ができていないと、医療機関等で資格の確認ができません。
マイナンバーカードの保険証利用登録もできません。

③実際に、医療機関で使ってみてください。

万が一、使えなかった場合は健保へご連絡ください。

②マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていただき、
マイナポータルに、氏名、記号・番号が正しく表示されていることを確認してください。
医療機関ではカードリーダーにかざすと簡単に利用登録可能です。
（保険証利用の登録方法、マイナンバーカードをお持ちでない方のマイナンバーカード
取得方法は次ページ以降または厚労省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.htmlをご参照ください）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html


マイナンバーカードの作り方
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マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証での病院のかかり方
・限度額認定証、高齢受給者証、
お薬手帳が不要！！
・e-taxの医療費控除が簡単！！
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とっても
簡単！！



マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証のセブン銀行での登録方法
（マイナンバーカードの保険証利用登録方法）
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マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証のマイナポータルでの登録方法
（マイナンバーカードの保険証利用登録方法）
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• マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバー

カードの保険証利用（マイナ保険証）の登録をして
いない等の方に健康保険組合より交付するものです。

⇒当健保では2024年12月2日以降に入社や扶養認定され

た方、定年再雇用や移籍等で記号、番号が変更になった方

に交付しています。

⇒既に交付済みの健康保険証をお持ちの方で、マイナンバー

カードの保険証利用（マイナ保険証）の登録がお済でない

方には、2025年12月2日以降交付予定です。

（2025年12月1日までは交付済みの健康保険証が使用できます）
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資格確認書について



• 医療機関や薬局の窓口で資格確認書を提示

すれば保険診療が受けられます。

• 資格確認書は紛失および毀損で再交付をご希
望の場合再交付手数料として1,000円をご負
担いただきますので大切にご使用ください。
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資格確認書について


